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コラボノート使用許諾契約約款 

 

2012/1/1 

 

本コラボノート使用許諾契約約款（以下、「本約款」といいます。）は、株式会社ジェイアー

ル四国コミュニケーションウェア（以下、「当社」といいます。）が開発し、「コラボノート for 

office（自社導入版）」の名称で使用許諾しているソフトウェア（当社の提供するパッケージ

に含まれる CD-ROM、CD-R その他の記録媒体、電子文書、画像データ、マニュアルその他

の関連資料を含みます。以下、「本ソフトウェア製品」といいます。）の使用許諾条件を定め

るものです。 

 

本ソフトウェア製品は、サーバと呼ばれるコンピュータにインストールされて稼働し、ユー

ザーがWebブラウザを通じてサーバと通信することにより、ユーザーの入力した情報を蓄積

及び配信することを目的とするWebアプリケーションです。本ソフトウェア製品には、基本

版とグループウェア版の 2 つの種類があり、グループウェア版は、基本版の機能に加え、ス

ケジュール管理機能及び施設予約機能が付加されます。 

 

当社では、本ソフトウェア製品をお客様に使用許諾するにあたり、本約款に同意いただくこ

とを使用許諾の条件とさせていただいております。本ソフトウェア製品をご使用された場合、

本約款に同意したものと判断させていただき、お客様と当社の間で、本約款を内容とする本

ソフトウェア製品の使用許諾契約（以下、「本契約」といいます。）が成立したものといたし

ます。したがって、お客様におかれましては、必ず、ご使用の前に本約款をお読みください。 

 

本ソフトウェア製品は、著作権法及び著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産に関

する法律及び条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は使用許諾されるもので、

販売されるものではありません。 

 

第 1条（使用許諾の範囲） 

1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定

する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利（以下、「本ライセンス」

といいます。）を許諾します。 

2. 使用許諾される本ソフトウェア製品が基本版とグループウェア版のいずれの種類であ

るかは、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されま

す。 

3. お客様は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェ

ア製品を使用するユーザーを登録することができます（以下、「登録ユーザー」といい

ます。）。 

4. 本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが、Webブラウザを通じ

て使用することができます。 

5. 本ソフトウェア製品を同時に使用できる登録ユーザーの数は、ライセンス証書で許諾さ

れた総ユーザー数（又は、ライセンス証書に同時ログイン可能ユーザー数の記載がある

場合は、その数）を限度とします。 

6. お客様は、本ソフトウェアを同一の法人、機関又は団体内においてのみ使用することが

できます。他の法人、機関又は団体の従業員又は職員の方を登録ユーザーに含めること

はできません。 

7. お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにするこ

とはできません。 
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8. お客様は、自らが準備するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールし

て使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコ

ンピュータのMACアドレスについて、予め当社に通知しなければなりません。 

9. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を

開始するために必要なシリアル番号を 1つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソ

フトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することがで

きます。 

10. お客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるコンピュー

タ上においても、1つのシリアル番号を並行して使用することはできません。 

11. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノートサービスラ

イセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス（以下、「本サービス」と

いいます。）のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約

（以下、「本サービス契約」といいます。）を締結していただきます。本サービス契約の

期間は、お客様と当社が合意により定めるものとし、最低 1年間とします。 

 

第 2条（その他の権利と制限） 

1. お客様は、本ソフトウェア製品がサーバコンピュータにインストールされて納品された

場合、バックアップ又は保存用の目的に限って本ソフトウェア製品のコピーを作成する

ことができ、本ソフトウェア製品が CD-ROM、CD-Rその他の記憶媒体にて納品された

場合、オリジナルをバックアップ又は保存用の目的に限って保持したうえで、本ソフト

ウェア製品をサーバコンピュータにインストールすることができます。 

2. お客様は、本ソフトウェア製品をお客様の所有する他のサーバコンピュータに移管する

ことができますが、移管前に弊社に移管の旨を通知しなければなりません。お客様が当

社に対する通知なしに移管した場合、本ソフトウェア製品は起動できなくなり、お客様

は本ソフトウェア製品を使用することができません。 

3. 前項に従って本ソフトウェア製品をお客様の所有する他のサーバコンピュータに移管

する場合、本ソフトウェア製品は、移管前のサーバコンピュータからすべて消去されな

くてはなりません。 

4. お客様は、本ソフトウェア製品又は本ソフトウェア製品とともに納入されてインストー

ルされるMicrosoft Corporation若しくはその関係会社の再頒布可能なソフトウェア製品

（以下、「マイクロソフト製品」といいます。）を、複製（第 1項に基づきバックアップ

又は保存用の目的に限って行うものを除きます。）、頒布、譲渡、貸与、送信（自動公衆

送信、送信可能化を含みます。）、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、

本ライセンスを譲渡、転売し、又は本ソフトウェア製品の使用を再許諾することはでき

ません。 

5. お客様は、本ソフトウェア製品及びマイクロソフト製品に関し、リバースエンジニアリ

ング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うことはできず、また、修正、変更、翻訳、

翻案、加工、追加その他本ソフトウェア製品の派生製品を作成することはできません。

また、本ソフトウェア製品は 1つの製品として許諾されており、お客様はその構成部分

を分離して使用することはできません。 

6. お客様は、本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品上に表示され、又は本ソフトウ

ェア製品の使用中に表示される著作権、商標権、特許権又は回路配置利用権等の権利の

表示を除去、変更又は不明瞭化することができません。 

7. お客様が本ソフトウェア製品をアップグレード又は旧製品のバージョンアップとして

使用する場合、お客様は、アップグレード前の本ソフトウェア製品のライセンス又は当

社によってバージョンアップ対象製品として指定されている旧製品のライセンスを正

規に取得していなければならず、アップグレード前の本ソフトウェア製品のライセンス
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又は旧製品のライセンスは自動的に消滅するものとします。また、アップグレード前の

本ソフトウェア製品又は旧製品について使用が許された登録ユーザーのみが、本ソフト

ウェア製品を使用できるものとします。なお、本ソフトウェア製品を旧製品のバージョ

ンアップとして使用する場合、旧製品におけるデータをコンバートする必要がある場合

を除いては、旧製品を破棄（アンインストール）した後、本ソフトウェア製品を単一の

サーバコンピュータにインストールするものとし、旧製品のデータをコンバートする必

要がある場合においては、本ソフトウェア製品をインストールした後、速やかにコンバ

ート作業を行い、作業終了次第、旧製品を破棄（アンインストール）しなければなりま

せん。 

8. お客様は、本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品を使用するにあたり、以下に掲

げる行為をしてはならないものとします。 

 (1) 本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品及びその接続しているネットワーク

の使用条件、操作手順その他の諸規則に従わないこと。 

 (2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム（これらの含まれる

ファイル等を含みます。）、法令上送信する権利を有しないコンテンツ、第三者の

工業所有権、著作権その他の権利を侵害するコンテンツを含むデータを保存又は

転送すること。 

 (3) ベンチマークテストその他の評価結果を第三者に開示すること。 

 (4) 他人又は架空の名義により使用すること。 

 (5) 日本国外に輸出又は移送すること。 

 (6) 当社又は第三者の名誉又は信用を棄損し又は毀損するおそれのある行為をするこ

と。 

 (7) 当社又は第三者の工業所有権、著作権その他の権利（特許その他の知的財産権を受

ける権利、営業秘密等に関する権利を含みます。以下同じ。）を侵害し又は侵害す

るおそれのある行為をすること。 

 (8) 第三者のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為をすること。 

 (9) 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社

会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる

者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関

して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を

用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力

若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為及びこれらに準ずる行

為をする者その他の反社会的な団体又は個人をいいます。以下同じ。）の活動を助

長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなる疑いがある行為をすること。 

 (10) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為をすること。 

 (11) 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為をすること。 

 

第 3条（使用許諾料） 

1. 本ソフトウェア製品の使用許諾料は、お客様と当社又は当社の代理店その他の販売業者

（以下、「販売店等」といいます。）との間で別途合意する金額とします。また、総ユー

ザー数又は同時ログイン可能ユーザー数を増加する場合に発生する追加の使用許諾料

についても同様とします。 

2. お客様は、当社に対し、本ソフトウェア製品の使用許諾料及びこれに係る消費税を、当

社又は販売店等が指定する期日までに、当社又は販売店等の指定する銀行口座に振込送

金する方法により支払いいただきます。振込手数料はお客様の負担といたします。 

 

第 4条（本契約の解除及び終了） 
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1. 当社はお客様が本約款の条項及び条件の 1つでも違反した場合、何ら催告なくして直ち

に本契約を解除することができます。 

2. 本契約が解除となった場合、お客様は、本ソフトウェア製品、その構成部分、及びそれ

らの一切の複製物を破棄又はコンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続

してはなりません。 

3. 本契約の解除に伴って本ソフトウェア製品の全部又は一部が利用不可能となることに

よって、お客様又は第三者が被った損害、損失、費用等について、当社は一切責任を負

いません。 

 

第 5条（保証の制限） 

1. お客様は、本ソフトウェア製品の使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害（デ

ータ滅失、サーバダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等）又は危険はすべてお客

様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。 

2. 当社は、本ソフトウェア製品が当社の提供するマニュアル及び本契約の条件に従って使

用されることによって当該マニュアル記載の機能が実現できることのみ保証し、以下に

掲げる事項を何ら保証いたしません。また、当社の口頭又は書面によるいかなる情報又

は助言も、新たな保証を行ったものでなく、その他いかなる意味においても当社による

保証の範囲を拡大するものではありません。 

 (1) 本ソフトウェア製品に含まれた機能がお客様の要求及び目的を満足させるもので

あること。 

 (2) 本件ソフトウェアのシステム仕様が特定の目的に適合すること。 

 (3) 本ソフトウェア製品が正常に作動すること。 

 (4) 本ソフトウェア製品のプログラムにバグ及びシステム仕様上の解釈の相違が内在

しないこと。 

 (5) 本ソフトウェア製品に瑕疵（いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。）が存し

ていた場合に、これが修正されること。 

 (6) 本ソフトウェア製品に係る工業所有権、著作権その他の権利が当社に帰属してい

ること。 

 (7) 本ソフトウェア製品又はその使用が第三者の工業所有権、著作権その他の権利を

侵害しないこと。 

3. 当社は、本ソフトウェア製品に付随するサービス等について、お客様の事前の許可なく

変更・中止する場合があります。当社は、本ソフトウェア製品に関し、本契約締結時に

おけるのと同等のサービス提供その他の使用環境を永続的に保証するものではありま

せん。 

4. 当社は、マイクロソフト製品について、いかなる保証もいたしません。 

 

第 6条（責任の制限） 

1. 本ソフトウェア製品の使用に関わる当社の責任の範囲は、第 5条第 2項で定められた保

証をもってすべての責任とし、当社は、お客様に対し、本ソフトウェア製品の使用に起

因又は関連してお客様又は第三者に生じた損害、損失又は費用について賠償又は補償す

る責任を一切負わないものとします。 

2. いかなる場合であっても、契約、不法行為その他いかなる法的根拠による場合でも、当

社がお客様その他の第三者に対して責任を負担する損害、損失、費用は、お客様に現実

に発生した通常かつ直接的な損害、損失又は費用に限定されるものとします。本ソフト

ウェア製品の使用に起因又は関連してお客様その他の第三者に発生した営業価値の喪

失、データの喪失、生産の消失、商機の逸失、売上の逸失、業務の停止、契約の失敗、

信用の失墜、コンピュータの故障による損害、結果的損害、特別損害、間接損害、付随
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的損害、懲罰的損害その他これらに類似するあらゆる損害、損失又は費用について、当

社は、その予見又は予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負いません。さらに、

当社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。 

3. 本ソフトウェア製品の使用に起因又は関連して生じたいかなる損害、損失又は費用につ

いても、当社の責任の範囲は、理論的に損害、損失又は費用の発生原因であると証明さ

れた本ソフトウェア製品についてお客様が既に当社に支払った対価の金額又は販売店

等に支払った対価うち販売店等が当社に支払った部分の金額をもってその上限としま

す。 

4. 本ソフトウェア製品の使用により作成又は保存されたデータ、本ソフトウェア製品がイ

ンストールされたハードウェアに保存されたデータ、設定及び各種ソフトウェア並びに

本ソフトウェア製品の使用に係る OS 環境のバックアップ及びセキュリティ確保の責

任は、お客様にあります。当社は、当該データ及び当該 OS 環境の破壊、滅失、消失、

紛失又は盗難による損害、損失若しくは費用又はそれらにより発生し得るお客様の機会

損失について、いかなる補償もいたしません。 

5. 当社は、本サービス契約に基づく本サービスの提供を除き、お客様に対し、本ソフトウ

ェア製品のインストール若しくはサポートに係るサービスを提供する義務を負いませ

ん。本ソフトウェア製品のインストール又はサポートに係るサービスは、本サービス契

約に基づき、有償により提供されます。 

6. 当社は、お客様に対し、マイクロソフト製品の使用に起因又は関連してお客様又は第三

者に生じた損害、損失又は費用について賠償又は補償する責任を一切負わないものとし

ます。また、お客様は、マイクロソフト製品に関し、当社又は Microsoft Corporation若

しくはその関係会社の一切の責任を免責します。 

 

第 7条（シリアル番号の守秘義務と不正使用の禁止） 

お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても

シリアル番号に関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはなりません。また、

本契約書に違反したシリアル番号の不正使用はこれを一切禁じるものとします。 

 

第 8条（知的財産権その他の権利） 

1. お客様は、本ソフトウェア製品（HTML、プログラム部分及び各画面表示部分を含む一

切）に係る工業所有権、著作権その他の権利が当社に帰属し、お客様に帰属しないこと

を承認するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品を著作権の保護対象物として

取り扱わなければなりません。 

2. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェア製品の使用権のみを許諾するものであり、本ソ

フトウェア製品に係る所有権、工業所有権、著作権その他の権利を何ら付与するもので

はなく、当該権利がお客様に移転するものではありません。 

 

第 9条（マイクロソフト製品の扱い） 

マイクロソフト製品の取扱いについては、それぞれのマイクロソフト製品の使用許諾条件が

適用されます。 

 

第 10条（導入事例の公表） 

お客様は、当社が、本ソフトウェア製品並びにこれらに関連する商品及びサービスの販売促

進及び広告宣伝を目的として、お客様による本ソフトウェア製品の導入に関する情報を導入

事例として公表する場合があることに同意します。その場合、当社は、導入事例の公表を、

お客様が特定されない態様において行うものとし、お客様が特定される態様において行う場

合には、別途お客様の同意を得るものとします。 
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第 11条（反社会的勢力） 

1. お客様は、お客様、お客様の取締役、執行役その他の役員又はお客様を実質的に支配す

る者が現在若しくは過去において反社会的勢力であり若しくはあったことがなく、また、

現在若しくは過去において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係そ

の他の関係があり若しくはあったことがないことを確約します。 

2. お客様、お客様の取締役、執行役その他の役員又はお客様を実質的に支配する者につい

て前項に定める事由が生じた場合、当社は、何ら催告なくして直ちに本契約を解除する

ことができます。 

3. お客様が本ライセンスの取得に関して販売店等との間で締結する契約等本契約に関連

する契約（以下、「関連契約」といいます。）の当事者又は代理若しくは媒介をする者が

反社会的勢力であることが判明した場合、当社は、お客様に対し、当該関連契約の解除

その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、お客様が正当な理由なくこれを拒

否した場合には、当社は、催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

第 12条（損害賠償） 

1. お客様が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお客様に対して当社が被っ

た損害の賠償を請求できるものとします。 

2. お客様が本契約に基づく債務の履行を遅延した場合、お客様は、支払期日の翌日から支

払済みまで、履行を遅延した債務の額に対し、年 14.6 パーセントの割合の遅延損害金

を当社に支払うものとします。 

 

第 13条（準拠法及び雑則） 

1. 本契約は、法の抵触に関する原則の適用を除いて、日本国の法律を準拠法とします。 

2. お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審

の合意管轄裁判所とします。 

 

第 14条（その他） 

1. お客様が入手した本ソフトウェア製品に、本約款と異なる条項の使用許諾条件が添付さ

れている場合であっても、当社が特に本約款と異ならしめるものと明記してあるもので

ない限り、お客様による本ソフトウェア製品の使用には、本約款が優先して適用される

ものとします。 

2. 本約款は、お客様と当社の間の本ソフトウェア製品の使用許諾に関する唯一の合意であ

り、両当事者の署名又は記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。ま

た、販売店等がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に

対して効力を持たず、本約款に定める条件に何ら影響を与えるものではありません。 

3. 本約款のある規定又は条件が何らかの点において無効、違法又は強制不能とされた場合、

その限度でのみ効力が阻害されるのであって、当該規定及び条件は、その効力が阻害さ

れないように限定解釈され、その他の全ての規定及び条件についての有効性、適法性及

び強制可能性は、何ら影響を受けないものとします。 

 

―<ご連絡先>－ 

〒760-0011 

香川県高松市浜ノ町 8番 24号 高松 JR第 2ビル 2F 

株式会社 ジェイアール四国コミュニケーションウェア 

TEL(087)821-4520 FAX(087)823-9532 


